
 －1－

令和４年函審第２１号 

裁    決 

漁船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ 

操縦免許 小型船舶操縦士 

受  審  人  ｂ 

職  名 Ｂ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

 

本件について、当海難審判所は、理事官西村勇二出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和３年１０月７日０３時５７分 

北海道恵山岬北東方沖合 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 漁船Ａ         漁船Ｂ 
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総 ト ン 数 １９トン        ９.７トン 

登 録 長 １９.９５メートル    １５.９３メートル 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関     ディーゼル機関 

漁 船 法 馬 力 数 ７３６キロワット    ５４０キロワット 

３ 事実の経過 

Ａは、操舵室を船体中央部に配し、自動いか釣り機を左右舷縁に沿

って設け、同室前面窓下方にレーダー、魚群探知機等を並べ、操舵室

前部中央付近に舵輪及び機関操縦装置を、同部両舷に自動車用可倒式

肘掛椅子各１個（以下、左舷側の椅子を「操縦席」という。）を装備

し、バウスラスタを備えた、一本つり（いか）漁業に従事するＦＲＰ

製漁船で、ａ受審人及び甲板員２人が乗り組み、操業の目的で、船首

１.５メートル船尾２.０メートルの喫水をもって、令和３年１０月７

日００時００分青森県大畑漁港を発し、北海道苫小牧港南方約１５海

里沖合の漁場に向かった。 

ａ受審人は、操業に備えて甲板員２人を船室で休ませ、自身が操縦

席に腰掛けて単独で操船に当たり、航行中の動力船であることを示す

法定灯火を表示し、レーダー２台及びＧＰＳプロッターを作動させ、

津軽海峡を航行する他船を避航しつつ同海峡を横切りながら北上を続

けた。 

ａ受審人は、やがて周囲に他船を見掛けなくなり、００時４４分少

し前大畑港第１東防波堤灯台から０１４.５度（真方位、以下同

じ。）５.２海里の地点で、針路を０１６度に定め、１０.０ノットの

速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により進行した。 

ところで、ａ受審人は、１０月５日及び６日の両日、大畑漁港を 

００時ごろ出港して０５時ごろ漁場に到着し、１８時ごろまで同人が

操船及び魚群探索に、甲板員２人が自動釣り機の操作及び魚の箱詰め
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に当たったのち帰航の途に就き、水揚げを終えれば再び漁場に向けて

発航することを休むことなく繰り返しており、１０月７日に大畑漁港

を発航した際は、睡眠不足の状態であった。 

ａ受審人は、００時５２分少し過ぎ大畑港第１東防波堤灯台から 

０１５度６.９海里の地点に達したとき、周囲に他船を見掛けなかっ

たことから気が緩むとともに、連日の操業による睡眠不足から強い疲

労と眠気を覚え、そのまま操船を続けると、居眠りに陥るおそれがあ

ったが、立って屈伸運動をすれば眠気が覚めると思い、他の乗組員を

呼んで操船を交替するなど、居眠り運航の防止措置を十分にとること

なく、操縦席を離れて膝の屈伸運動をしたのち、一旦床に腰を下ろし

たところ、いつしか居眠りに陥った。 

０３時５５分ａ受審人は、恵山岬灯台から０４０.５度１４.７海里

の地点に達したとき、ほぼ正船首６２０メートルのところにＢが表示

する白色灯及び作業灯を視認でき、極めて低速度で移動している様子

から同船が漂泊中で、その後Ｂに向首し、衝突のおそれのある態勢で

接近していることを認め得る状況であったが、居眠りに陥っていて、

この状況に気付かなかった。 

こうして、Ａは、前路で漂泊中のＢを避けることなく続航し、０３

時５７分恵山岬灯台から０４０度１５.０海里の地点において、原針

路及び原速力のまま、その左舷船首部がＢの船尾部に後方から３５度

の角度で衝突した。 

Ａは、ａ受審人が、Ｂとの衝突に気付かないまま進行中、僚船から

の連絡で目が覚め、付近で衝突事故が発生したことを知ったものの、

自船に異常を認めなかったので続航していたところ、海上保安庁の要

請により苫小牧港に入港し、擦過傷等によりＢと衝突したことが判明

した。 
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当時、天候は晴れで風力２の北北東風が吹き、視界は良好で、波高

は約０.５メートルであった。 

また、Ｂは、船首部に操舵室を配し、同室後方の上甲板には、前部

右舷側に揚網機、中央部に機関室囲壁、同囲壁後方にクレーン、船尾

部右舷側にキャプスタン、同部両舷側に渡したステンレス鋼製アーチ

上にスパンカーマストを設け、航海計器等を備えた操舵室のほか、遠

隔操縦装置の延長コードが届く範囲で操船できる、バウスラスタを備

えた、すけとうだら固定式刺し網漁業に従事するＦＲＰ製漁船で、ｂ

受審人及び甲板員４人が乗り組み、早朝に仕掛けた刺し網を揚収する

目的で、船首０.５メートル船尾１.０メートルの喫水をもって、１０

月６日２１時００分北海道本別漁港を発し、恵山岬北東方沖合の漁場

に向かった。 

ｂ受審人は、２３時３０分漁場に到着して機関を中立運転とし、航

行中の動力船であることを示す法定灯火を表示したほか、操舵室後方

の上甲板を照らす作業灯を点灯して漂泊を開始し、すけとうだら刺網

協議会が取り決めた操業開始時刻まで待機した。 

ところで、Ｂの刺し網漁は、北海道知事が許可した水域に、幅約２

メートルの刺し網を約２海里展張して両端に取り付けた錨で固定し、

約１日設置したら刺し網の片端を揚網機に係止して船首部から巻き揚

げ、船首を同網の他端付近に向けながら揚収に連れて約２海里移動す

るもので、掛かった魚の量で巻揚げ速度が変わることから、揚収を約

２時間で終えるときもあれば、約５時間を要すこともあった。 

そして、ｂ受審人は、水中に残る刺し網の状況、掛かった魚の量等

により、操縦性能が制限されることを承知していたが、トロール以外

の漁ろうに従事する船舶が表示すべき灯火を表示しないまま刺し網の

揚収に従事していた。 
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  ｂ受審人は、自身が操舵室後方の上甲板で指揮に、甲板員１人が揚

網機及び遠隔操縦装置の操作に、他の甲板員が魚を網から外す作業な

どに当たる態勢とし、翌７日００時００分恵山岬灯台から０４６度 

１４.１海里の地点で、刺し網の南端を揚網機に係止して船首部から

巻き始め、揚収に連れて３４１度方向に毎分１４.１メートル移動し

ながら漂泊を続けた。 

ｂ受審人は、大漁である旨を僚船に無線で伝えて刺し網の揚収を続

け、０３時５５分衝突地点付近で、３４１度に向首して漂泊していた

とき、左舷船尾３５度６２０メートルのところにＡが表示する白、白、

紅、緑４灯を視認し、その後同船が自船に向首したまま衝突のおそれ

のある態勢で接近していることを認めたが、同船に対して警告信号を

行わず、Ａが避航の気配を見せないまま更に接近しても、僚船が様子

を見るために自船に向かっているもので、そのうち停止すると思い、

機関を前進にかけて移動するなど、衝突を避けるための措置をとらな

かった。 

こうして、Ｂは、漂泊しながら刺し網の揚収を続けていたところ、

ｂ受審人が、至近となっても自船に向首接近するＡに危険を覚え、甲

板員に機関を前進にかけるよう令したが、及ばず、３４１度に向首し、

０.６ノットの速力となったとき、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、船首部に修理を要さない擦過傷を生じ、Ｂは、

スパンカーマストの曲損等を生じたが、後に修理された。 

 

（航法の適用） 

本件は、夜間、恵山岬北東方沖合において、北上中のＡと刺し網を揚

収中のＢとが衝突したもので、衝突地点付近の海域には特別法である港

則法及び海上交通安全法の適用がないので、一般法である海上衝突予防
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法（以下「予防法」という。）が適用される。 

事実の経過及び事実認定の根拠で示したとおり、Ａは、法定灯火を表

示しており、航行中の動力船であると認識されることは明らかである。

一方、Ｂについては、刺し網の揚収に連れて極めて低速度で移動してお

り、水中に残る刺し網の状況及び掛かった魚の量により、その操縦性能

が制限されていることから、実態としてはトロール以外の漁ろうに従事

する船舶に該当するが、その旨を示す法定灯火を表示しておらず、同船

舶であると認識できないことから、本件に予防法第１８条（各種船舶間

の航法）の適用はない。 

また、Ａについては、針路及び速力を定め、Ｂの正横後２２度３０分

を超える後方の位置から接近しているものの、Ｂについては、機関を中

立運転とし、刺し網の揚収に連れて針路及び速力のいずれも定めないま

ま極めて低速度で移動していることから、一定の針路及び速力で航行中

の船舶とは認められずに漂泊中の船舶であると認識されることから、本

件に予防法第１３条（追越し船）はもとより他の定型的航法の適用もな

い。 

以上のことから、本件は、予防法第３８条及び第３９条の船員の常務

によって律するのが相当である。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件衝突は、夜間、恵山岬北東方沖合において、北上中のＡが、居眠

り運航の防止措置が不十分で、前路で漂泊中のＢを避けなかったことに

よって発生したが、漂泊中のＢが、警告信号を行わず、衝突を避けるた

めの措置をとらなかったことも一因をなすものである。 

ａ受審人は、夜間、恵山岬北東方沖合において、単独で操船に当たり、

漁場に向けて北上中、周囲に他船を見掛けなかったことから気が緩むと
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ともに、連日の操業による睡眠不足から強い疲労と眠気を覚えた場合、

他の乗組員を呼んで操船を交替するなど、居眠り運航の防止措置を十分

に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、立って屈伸運動

をすれば眠気が覚めると思い、居眠り運航の防止措置を十分に行わなか

った職務上の過失により、膝の屈伸運動をしたのち、一旦床に腰を下ろ

して居眠りに陥り、前路で漂泊中のＢを避けることなく進行して衝突を

招き、同船及びＡ両船に損傷を生じさせるに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

ｂ受審人は、夜間、恵山岬北東方沖合において、刺し網の揚収に連れ

て移動しながら漂泊中、自船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で

接近するＡを認め、同船が避航の気配を見せないまま更に接近した場合、

機関を前進にかけて移動するなど、衝突を避けるための措置をとるべき

注意義務があった。しかるに、同人は、僚船が様子を見るために自船に

向かっているもので、そのうち停止すると思い、衝突を避けるための措

置をとらなかった職務上の過失により、Ａとの衝突を招き、同船及びＢ

両船に損傷を生じさせるに至った。  

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和５年７月２０日 

   函館地方海難審判所 
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        審 判 官 濱  田  真  人 


